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ＡＤＳＬパワーライン接続サービス契約約款 

第１章 総則 
 

（契約約款の適用） 

第１条  株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（以下「当社」といいます。）は、

当社が定めたこの「ＡＤＳＬパワーライン接続サービス契約約款」（以下「この約款」と

いいます。）に基づき、本サービスを提供します。 

２．この約款に定めのない事項については、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号） 

その他の法令の規定によるほか、「ＴＮＣインターネット接続サービス基本約款」（以下

「基本約款」といいます。）およびＮＴＴ西日本株式会社の定める「専用サービス契約

約款」の関連条項を適用いたします。 

３．専用サービス契約約款は、ＮＴＴ西日本株式会社のＷｅｂサイト 

（http://www.ntt-west.co.jp/）をご確認ください。 

 

（契約約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を随時変更することがあります。なお、変更の場合は、契約

者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新約款を適用するものとします。 

２．本約款の変更は、当社が定めた日（以下「効力発生日」といいます。）に効力を生じ

るものとします。 

３．当社は、この約款の変更を行う場合は、効力発生日の１か月前までに、この約款を変

更する旨および変更後のこの約款の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定め

る方法により契約者に通知するものとします。 

４．契約者は、この約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、

書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社

に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該

効力発生日をもって終了するものとします。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用 語 用語の意味 

（１）本サービス この約款に基づき当社が契約者に提供する一般加入

電話回線を利用したベストエフォート型インター 

ネット接続サービス「ＡＤＳＬパワーライン」 

（２）電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 

気的設備 

（３）電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するこ

と、その他電気通信設備を他人の通信の用に供するこ 

と 

（４）電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受 

けるために使用する電気通信回線設備 

（５）電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設

備およびこれと一体として設置される交換設備並 

びにこれらの付属設備 
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（６）インターネット接続

サービス取扱所 

当社の委託によりインターネット接続サービスに関

する契約事務を行う者の事業所 

（７）契約者 当社と本サービスの提供に関する契約を締結して 

いる者 

（８）契約者回線 当社との利用契約に基づいて設置される電気通信 

回線 

（９）相互接続点 当社と他の電気通信事業者との間の相互接続協定 

に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 

（１０）端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であっ

て、その一部分の設置場所が他の部分の設置場所と同

一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）また 

は同一の建物内であるもの 

（１１）ＡＤＳＬモデム 端末設備との間で電気通信信号の変換等の機能を 

有する電気通信設備 

（１２）自営端末設備 契約者が設置する端末設備 

（１３）自営電気通信設備 第１種電気通信事業者以外の者が設置する電気通 

信設備であって、端末設備以外のもの 

（１４）相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結し 

ている電気通信事業者 

（１５）特定相互接続事業 

者 

相互接続事業者のうち東日本電信電話株式会社ま 

たは西日本電信電話株式会社 

（１６）技術基準 端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）で

定める技術基準 

（１７）ＤＳＬ方式 特定相互接続事業者の電話回線において、ＡＤＳＬ 

モデムを用いて高速の符号伝送を可能とする通信の

伝送方式 

（１８）ＤＳＬ回線 ＤＳＬ方式を仕様する電気通信回線 

 
 

第２章 本サービス利用契約等 

 

（利用契約の単位） 

第４条 利用契約は、契約者回線１回線ごとに利用契約を締結します。 

 

（契約者回線の終端） 

第５条 契約者が指定した本サービス設置場所内の建物または工作物において、設置さ

れている保安器を契約者回線の終端とします。 

 

（契約者回線の番号変更） 

第６条 契約者は、本サービスで使用する契約者回線の番号を変更するときは、当社所

定の方法により当社に契約者回線の番号変更を申し出るものとします。 

 

（契約者回線の変更） 

第７条 契約者は、本サービスで使用する契約者回線自体を変更するときは、当社所定
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の方法により当社に契約者回線の変更を申し出るものとします。 

 

（契約者回線の移転） 

第８条  契約者は、本サービスで使用する契約者回線を移転するとき（契約者回線の移

転が同一の構内または同一の建物内の場合を含む）は、当社所定の方法により当社に

契約者回線の移転を申し出るものとします。ただし、本サービス提供区域以外に移転す

る場合はこの限りではありません。 

２．契約者は、第３１条（ＤＳＬ回線による制約）に規定されたＤＳＬ回線による制約

等の理由により、移転先で本サービスを利用できない状態が発生することがあること

を了承します。 

 

（当社からの解約） 

第９条 当社は「基本約款」第１８条（当社からの解約）で定めるほか、次の場合に利

用契約を解約できるものとします。 

（１）当社と相互接続事業者間の相互接続協定の解除、相互接続協定に係る第１種電気

通信事業者の第１種電気通信事業の休止または契約者回線に係る相互接続点の所在

場所の変更もしくは廃止により、契約者が契約者回線を利用することができなくな

った場合。 

（２）電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社

の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続

ができない場合。 

（３）その他、この約款に違反する場合。 

 

（解約時の設備撤去） 

第１０条  当社は、契約者の利用契約が解約される場合、当社に帰属する電気通信設備

の資産等を撤去いたします。ただし撤去にともない、契約者が所有もしくは占有する土

地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者は、その復旧に係る復旧費用を

負担するものとします。 

 

第３章 本サービスの内容等 

 

（サービスの種類と内容） 

第１１条 本サービスの種類およびその内容は、別途定める料金表に規定するところに

よります。 

 

（サービスの提供区域） 

第１２条 本サービスの提供区域は、当社が定める静岡県内の区域とします。 

２．契約者は、本サービスの提供区域内であっても、第３１条（ＤＳＬ回線による制約）に

定めるＤＳＬ回線による制約等の理由により、本サービスを全く利用できない状態 が

発生することがあることを了承します。 

 

（技術事項および技術資料の閲覧） 

第１３条 当社は、本サービスに係る基本的な技術事項および契約者が本サービスを利

用する上で参考となる事項を記載した技術資料を契約者の閲覧に供します。 
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第４章 ＡＤＳＬモデムの貸与等 

 

（ＡＤＳＬモデムの貸与） 

第１４条 当社は、別途定める料金表に規定する本サービスの種類に対応したＡＤＳＬ 

モデムを利用契約毎に指定し、契約者にこれを有償で貸与します。 

２．契約者は、本サービス利用契約を解約するときには、当社所定の方法によりＡＤＳ 

Ｌモデムを当社に返却するものとします。 

（ＡＤＳＬモデムレンタル料金の支払義務） 

第１５条 契約者は、別途定める料金表に規定する本サービスの種類毎にＡＤＳＬモデ

ム貸与料金（モデムレンタル料金）の支払いを要します。 

 

（ＡＤＳＬモデムの使用・管理） 

第１６条 契約者は、ＡＤＳＬモデムを善良なる管理者の注意をもって使用し、管理す

るものとします。 

 

（ＡＤＳＬモデム管理者の地位の承継） 

第１７条 ＡＤＳＬモデム管理者である契約者の地位の承継については、「基本約款」

第１３条（契約者の地位の承継）の規定に準じます。 

 

（ＡＤＳＬモデムの設置） 

第１８条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任でＡＤＳＬモデムを

設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 

 

（ＡＤＳＬモデムの故障交換） 

第１９条 当社は、契約者の責めに帰さない事由により当該ＡＤＳＬモデムが故障した

場合は、当該ＡＤＳＬモデムの故障交換を無償で行うものとします。 

２．前項にかかわらず、契約者の責めに帰すべき事由によりＡＤＳＬモデムが故障した場合

は、当該ＡＤＳＬモデムの故障交換は有償で行うものとします。 

３．契約者は、前２項の故障交換により新たなＡＤＳＬモデムが送られてきた場合、すみ

やかに、当該ＡＤＳＬモデムで接続を確認し、故障したＡＤＳＬモデムを当社所定の方

法により当社に返還するものとします。 

 

（その他、ＡＤＳＬモデムの変更） 

第２０条 当社は、契約者が本サービスの利用契約種類の変更等を行った場合は、指定

したＡＤＳＬモデムを変更することがあります。 

２．前項のＡＤＳＬモデム変更を行う場合は、無償で行うものとします。 

３．当社は、第１９条（ＡＤＳＬモデムの故障交換）第１項に規定されたＡＤＳＬモデ

ムの故障交換や本条前２項の場合を除き、契約者の希望によりＡＤＳＬモデムを変 

更する場合は、有償でＡＤＳＬモデムの変更を行うものとします。 

４．契約者は、第１項のＡＤＳＬモデム変更により新たなＡＤＳＬモデムが送られてきた

場合、すみやかに当該ＡＤＳＬモデムで接続を確認し、変更前のＡＤＳＬモデムを当社

所定の方法により返還するものとします。 

 

（禁止行為) 

第２１条 契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 
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（１）本サービスで使用する以外に、ＡＤＳＬモデムを使用する行為 

（２）ＡＤＳＬモデムの譲渡、転貸、転売、質に供する行為 

（３）ＡＤＳＬモデムの分解、改変、改造等、または損傷もしくは装飾等により貸与開始

時の状態から変更する行為 

（４）ＡＤＳＬモデム内のプログラムおよびファームウェアの解析、改変、譲渡ならびに

第三者に使用させる行為 

（５）その他、当社が不適切と判断する行為（ＡＤＳＬモデムの滅失・損傷等） 

第２２条 契約者は、火災や盗難等を含むＡＤＳＬモデムの滅失や損傷の場合、直ちに

その旨を当社に通知し、その原因を問わず別途定める料金表に規定するとおり、Ａ 

ＤＳＬモデムの代替品の購入代金相当額の損害金を支払う責を負うものとします。 

 

（ＡＤＳＬモデムの返還義務） 

第２３条 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者は、当社に対してＡＤ 

ＳＬモデムの返還義務を負います。 

（１） 契約者が本サービスの契約を解約する場合 

（２） 本サービスの種類の変更、ＡＤＳＬモデムの故障等の事由により、契約者がＡ 

ＤＳＬモデムを交換した場合 

（３） 第３０条（本サービスの休止・廃止）の規定による事由により、本サービスを

廃止する場合 

２．契約者がＡＤＳＬモデムの返還を行う際は、当社の指示に従い所定の日までにＡＤ 

ＳＬモデムを当社に返却するものとします。 

３．前項の所定の日にちまでにＡＤＳＬモデムが当社に返還されない場合、当社は、別途

料金表に定めるとおり、ＡＤＳＬモデムの代替品の購入代金相当額の損害金を請求で

きるものとします。 

４．ＡＤＳＬモデム返還に要する費用は、契約者負担とします。 

５．返還されるＡＤＳＬモデムに契約者の私物（無線ＬＡＮ等機器、電源タップ等）が同

梱されている場合、当社は９０日間当該私物の保管を行いますが、契約者からの 連

絡がなく９０日間の保管期間を経過したものについては、廃棄できるものとします。 

 

（ファームウェアの更新） 

第２４条 当社は、貸与するＡＤＳＬモデムに含まれるソフトウェア（以下「ファーム

ウェア」といいます。）を、機能の向上や不具合改善を目的として更新する場合があ 

ります。 

２．当社は、ファームウェアを更新するとき、その旨を契約者に通知します。 

３．契約者が保有するＡＤＳＬモデムの更新版ファームウェアの適用は、契約者が自己の

責任において行うものとします。 

 

（リモートメンテナンス機能） 

第２５条 契約者は、契約者ＡＤＳＬモデムと当社接続端末機器とをインターネットで

接続し、保守を目的として契約者ＡＤＳＬモデムの設定変更を可能とした「リモー 

トメンテナンス機能」をＡＤＳＬモデムが有していることを、あらかじめ了承しま 

す。 

２．当社は、契約者から「リモートメンテナンス機能」によるＡＤＳＬモデムの設定変更

の申し出があり、同意を得た場合に「リモートメンテナンス機能」を使用します。 

３．契約者は「リモートメンテナンス機能」により、当社が契約者設備に接続、もしくは
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操作等を行うことができることを了承します。 

（ＡＤＳＬモデムに係る免責事項） 

第２６条 当社は、「基本約款」第４１条（免責）に定める場合を除き、天災、事変そ

の他の不可抗力によるＡＤＳＬモデムの破損、またはＡＤＳＬモデムの不具合等に 

より契約者に生じる一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。 

 

第５章 端末設備の提供等 

 

（端末設備の提供） 

第２７条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、別途定

める料金表に従って端末設備を提供します。 

 

第６章 回線相互接続 

 

（回線相互接続の請求） 

第２８条 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている 

電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提  

供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、

契約者は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を  

行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するた  

めの事項について記載した当社所定の書面を、当社が別に定めるインターネット接続  

サービス取扱所に提出するものとします。 

２. 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に

関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限され 

るときを除き、その請求を承諾します。 

 

（回線相互接続の変更・廃止） 

第２９条 契約者は、第２８条（回線相互接続の請求）の回線相互接続を変更・廃止し

ようとするときは、その旨を当社に通知するものとします。 

２．第２８条（回線相互接続の請求）の規定は、回線相互接続の変更について準用しま

す。 

 

第７章 利用の制限 

 

（本サービスの休止・廃止） 

第３０条 当社は、当社と相互接続事業者間の相互接続協定に基づく相互接続の一時中

断または相互接続協定の解除もしくは相互接続協定に係る第１種電気通信事業者の 

第１種電気通信事業の休止により、本サービスの全部または一部を一時的にまたは永

続的に休止、または廃止することがあります。 

２．前項の休止期間は、休止をした日から起算して別に定める期間とし、休止の期間を経

過した日において本サービスの提供が出来ない場合には、本サービスの利用契約は解除

または付加機能は廃止されたものとして取り扱います。 

３．当社は、第１項の規定により本サービスを休止または廃止するときは、あらかじめ契

約者にその旨を通知します。 
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（ＤＳＬ回線による制約） 

第３１条 契約者は、ＤＳＬ回線を使用することができない場合においては、本サービ

スを利用することはできません。 

２．前項に規定するほか、契約者は、ＤＳＬ回線の回線距離もしくは回線経路、設備状況

または特定相互接続事業者の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線からの信号

の漏洩等により、ＤＳＬ回線から行う通信についての伝送速度低下、伝送速度の変動お

よび符号誤り、並びに本サービスを全く利用できない状態（通信に著しい支障が生じ、

全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が発生することがある

ことを承認します。 

 

第８章 料金等 

 

（利用料等の支払義務） 

第３２条 利用の一時休止、契約者回線終端の移転等により本サービスの利用ができな

い状態が生じたときの利用料等の支払いは、次のとおりとします。 

（１）契約者から一時休止の申し出があったときは、契約者はその期間中の一時休止料

金等の支払いを要します。 

（２）当社と相互接続事業者間の相互接続協定に基づく相互接続の一時中断または相互

接続協定の解除が発生したときは、契約者は本サービスの利用ができない期間中

の料金等の支払いを要します。 

（３）第８条（契約者回線の移転）に規定した契約者回線の移転にともない本サービス

を利用できないときは、一時休止と同様に取り扱いその期間中の一時休止料金等

の支払いを要します。 

（４）その他、契約者は本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要し

ます。 

 

（工事に関する費用の支払義務） 

第３３条 契約者は、当社所定の手続により工事の申込みを行い、当社がこれを承諾し

たときは、別途定める料金表に規定する工事に関する費用の支払いを要します。た 

だし、工事の着手前に利用契約の解除または工事の申込みの取消し（以下、この条 

において「解除等」といいます。）があったときは、この限りでありません。 

２．工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その

工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算

定した額を負担するものとします。 

 

第９章 保守 

 

（契約者の切分け責任） 

第３４条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備（当社が別に定めるところ

により当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除き 

ます。以下、この条において同じとします。）が当社の電気通信回線設備に接続され 

ている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったとき 

は、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社 

に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。 

２．前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社または当社が指定す 
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る者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 

３．前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと

判定された結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社または当

社が指定する者を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気 通信設備に

あったときは、契約者は、当社または当社が指定する者の派遣に要した費用の全額に消

費税相当額を加算した額を負担するものとします。 

 

第１０章 損害賠償 

 

（利用に係る契約者の義務） 

第３５条 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所 

有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。

この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は、あらかじ  

め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。 

２．契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行

うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力す

るものとします。 

３．契約者は、当社が本サービスの利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り

外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡

しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要がある

とき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必

要があるときは、この限りではありません。 

４．契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害

を与える行為を行わないこととします。 

５．契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス

の利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこと

とします。 

６．契約者は、当社が本サービスの利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理

者の注意をもって保管することとします。 

７．契約者は、前４項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社

が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払う責を負うものと

します。 

 

以上 

付則 この約款は、２０１１年１０月１日より有効となります。 

   この約款は、２０２０年１１月１０日に一部改定しました。 


